
紛争解決支援規則と外部への移送のチャート 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

相対交渉に対する苦情解決支援（３－１１、１２、１３） 
 

不調 解決 

苦情解決支援機関自身による解決努力（３－１４） 

不調 
紛争解決支援への移行 

（３－１６） 

解決 

自前の紛争解決支援機関または弁護士仲裁センター、 
日本証券業協会等への事案移送 

仲裁合意
あり 

仲裁法の適用 
事実解明：裁判所
による証拠調べ
の援助 
受諾義務：判決と
同一効力（執行力
あり、同意不要） 

仲裁契約
応諾義務
あり 

手続応諾義務
（４－９）なし 

拒否理由
説明義

務・公表の
追加？ 

事実調査：協力義務（４－１８）（同協力拒否理由の説明義務） 
斡旋：受諾（尊重）義務（４－２３）（同案拒否理由の説明義務） 

モデルの適用は不要と思われる紛争解決支援規則 
１、２、４、５、６、７、８、１０、１１、１２、１３、１５、１７、２０、２１、２２、２６、２７、２８ 
モデルの趣旨を踏まえて考慮すべき規則 
３、９、１４、１６、１８、１９、２３、２４、２５ 

資料３別紙 

 
手続応諾義務（４－９）あり 

仲裁契約応諾義務なし 
 


